
土地閉鎖登記簿の事務の取扱いについて

（お知らせ）

東京法務局では，以下の庁の閉鎖登記簿のうち，登記情報シ

ステムへの移行作業によって閉鎖された土地の登記簿の電子化

が完了しました。

これによって，閲覧の取扱いが変更になりますのでお知らせ

します。

１ 取扱開始日 平 成 ２ ４ 年 ３ 月 ５ 日 ( 月 )

２ 取扱開始庁 東 京 法 務 局 墨 田 出 張 所

東 京 法 務 局 世 田 谷 出 張 所

東 京 法 務 局 新 宿 出 張 所

東 京 法 務 局 杉 並 出 張 所

東 京 法 務 局 板 橋 出 張 所

東 京 法 務 局 江 戸 川 出 張 所

東 京 法 務 局 立 川 出 張 所

３ 土地閉鎖登記簿の閲覧の取扱い変更点

従来の閲覧に代えて，Ａ４版に縮小印刷したもの（証明文

はありません。）を，お渡しする方法に変更になります。

＊土地閉鎖登記簿の謄・抄本の取扱いは，従来どおりＡ４判に印

刷し，登記官印で証明したものを交付します。

御利用手数料（土地閉鎖登記簿の謄・抄本１通５０枚まで７００円

及び閲覧１筆について５００円）など，それ以外の取扱いは従前の

とおりです。

なお，土地閉鎖登記簿の謄・抄本及び閲覧については，登記情報

提供サービス，オンライン請求及び登記情報交換サービスによる御

利用はできません。

東 京 法 務 局


